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６．商標原簿への登録の特例 

 

第９節 登録異議の申立て 

１．作成要領 

 

第１０節 審 判 

１．作成要領 

 

第１１節 商標登録出願等の特例 

１．国際登録の取消し後の商標登録出願の特例 

２．議定書廃棄後の商標登録出願の特例 

 

第１２節 国内商標登録出願と国際商標登録出願 

（マドプロ指定国官庁）との相違点 

 

 

【国内手続書面】 
 

＜本国官庁 手続書面＞ 

方式不備通知 

差替書面提出書 

指定商品（役務）の分類欠陥通知 

意見書 

指定商品（役務）の表示欠陥通知 

欠陥是正提案書 

 

＜指定国官庁 手続書面＞ 

代理人受任届 

代理人住所変更届 

意見書 

手続補正書 

期間延長請求書 

手続補正書（方式） 

審判請求書 
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【参 考 資 料】 
 

１．本国官庁及び指定国官庁（日本国）の手続基本フロー 

２．マドリッド協定議定書加盟国一覧 

３．個別手数料一覧表 

４．「外国送金依頼書 兼 告知書」 記載見本 

５．「指定通報」見本 

６．「国際登録証明書」見本 

７．「個別手数料（登録料）支払通報」見本 

８．書類の提出先一覧 

９．マドリッド協定議定書及びマドリッド協定加盟国一覧 

１０．特許庁ホームページ内のマドプロ関係情報 

１１．WIPOホームページ内のマドプロ関係情報 

１２．ＷＩＰＯ当座預金口座（開設、利用、閉鎖）条件 

１３．ＷＩＰＯ問い合わせ先 
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【用語等の説明】 

 

このテキストにおいて用いる主な用語については次のとおりです。 

 

議・・・・・・・・・・・・・ 

 

規則・・・・・・・・・・・ 

法・・・・・・・・・・・・・ 

令・・・・・・・・・・・・・ 

手数料令・・・・・・・ 

法施規・・・・・・・・・ 

法施規様式・・・・・ 

マドリッド協定議定書（標章の国際登録に関するマドリッド協定の 

１９８９年６月２７日にマドリッドで採択された議定書） 

議定書に基づく規則 

商標法 

商標法施行令 

特許法等関係手数料令 

商標法施行規則 

商標法施行規則様式 

 

 


